
【参考資料１】

基本理念 基本理念

全ての人が関心を持って、お互いに支え合い、いきいきと暮らせる地域社会の実現

【基本目標】 【基本方針】 【基本目標】 【基本方針】

　　①意識啓発に向けたイベントの開催 　　①地域福祉の意識醸成

　　②各種講座等の開催による理解促進 　　②情報提供等による理解促進

　　③知る機会・学びの機会の提供

　　①講座による担い手の育成支援

　　②地域の活動の中心となる人材の育成・活動支援

　　③アクティブシニアの活動促進

　　④活動の情報提供・周知

　　①住民による地域福祉活動の機会の提供及び支援 　　①情報発信と積極的な参加促進

　　②地域での交流活動のための拠点づくり・活動支援 　　②担い手の発掘と養成

　　③地域の助け合い・見守り活動への支援

　　①住宅・就労確保への支援 　　①つながりを生む場の提供

　　②自殺対策への取り組み 　　②場を生かした支え合いの推進

　　③福祉サービスの質の向上と適切な情報提供

　　④バリアフリー化とユニバーサルデザインの採用

　　①再犯防止に関する広報・啓発活動
　　②犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導等
　　 　の実施のための取り組み
　　③学校等と連携した非行防止の取り組み

　　④民間協力者や更生保護施設への援助・協力
　　⑤犯罪をした者等を雇用する企業などの開拓、社会
　　　 的評価の向上
　　⑥就労・住居の確保等のための取り組み

　　①避難行動要支援者事業の推進 　　①地域福祉活動への支援

　　②地域ぐるみの防災活動の推進 　　②地域福祉活動拠点の提供

　　①権利擁護に関する支援体制の推進

　　②虐待・暴力の防止への相談・支援ネットワーク

　　③人権啓発の推進

　　①権利擁護支援の必要な人の発見・支援 　　①非常時や災害時でも安心できる取り組み

　　②早期の段階からの相談・対応体制の整備 　　②その人らしく暮らすための取り組み
　　③意思決定支援・身上保護を重視した成年後見
　　　 制度の運用に資する支援体制の構築

　　③住みよい地域の構築

　　①包括的な相談窓口の充実 　　①福祉サービス等の充実と質の向上

　　②多様な機関が協働する相談支援体制の充実 　　②情報提供の体制整備

　　①包括的相談支援事業 　　①多機関の協働による支援

　　②多機関協働事業 　　②関係機関間のネットワークの強化

　　③アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

　　④参加支援事業

　　⑤地域づくり事業

　　①社会福祉法人や民間企業等による公益的な
　　 　取り組みの推進

　　①民間の社会貢献活動との協働などの取り組み
　　②社会福祉法人による「地域における公益的な

　　②地域福祉を支える団体等が協働するための
　　　 ネットワークの構築

　　　 取り組み」の推進

（２）地域福祉活動への多様な主体の
     参加促進

（３）多様な主体の相互連携や協働の
　　 仕組みづくり
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（３）権利擁護体制の充実

～成年後見制度の利用促進に向けて～
（豊橋市成年後見制度利用促進計画）

（３）安全・安心に暮らせる環境づくり

（１）包括的な相談支援体制の充実
（１）属性・世代を問わずすべての人を
　　 受け入れる仕組みづくり

３．分野を越えて包括的に地域を支援する
　　仕組みづくり

３．仕組みづくり
　　～包括的な支援体制の整備・強化～

～包括的支援体制の整備に向けて～
（２）制度や分野の枠組みを越えて
     みんなで支える仕組みづくり

（３）地域住民による地域生活課題解決力の
     強化と体制整備

（２）地域福祉活動を推進するための
　　 担い手づくり

（１）誰もが暮らしやすい環境整備 （１）顔がつながる居場所や交流場所づくり

～再犯の防止等に向けて～
（豊橋市再犯防止推進計画）

２．安全・安心に暮らせる地域づくり
２．地域づくり
　　～つながり、つながる場の整備～

（２）災害時の支援体制の充実 （２）活躍したい人が活躍できる場所づくり

（１）地域福祉に関心を持つきっかけづくり （１）支え合い、協力し合う福祉のこころづくり

１．支え合いの社会づくりに向けた市民意識
　　の醸成と担い手づくり

１．人づくり
　　～お互いに理解し合える意識の醸成～

（２）地域福祉の担い手の育成支援

つながり支え合い、その人らしく暮らせる地域共生社会の実現

◆第4期計画からの変更点◆
 第４期計画を継承しつつ、国が提唱する「地域共

生社会」の実現を目指す基本理念とした。

 基本目標は、まずは「人」がいて、その人たちが

集まる「地域」があり、人や地域を生かす「仕組

み」があるというように、目指す姿をわかりやすく

伝えるために、あえて簡潔な表現とした。

 権利擁護に関しては、市民への意識啓発による

理解促進や制度の周知、安心して暮らせる地域

環境の整備、行政や地域との連携体制の構築な

どが必要と考え、一つの基本方針に集約化せず、

「人」、「地域」、「仕組み」のいずれにも関連する

ものとして整理した。

 再犯防止推進計画や成年後見制度利用促進基

本計画については、方針の一つに集約化するこ

とよりも、「人」、「地域」、「仕組み」のいずれにも

関連があるものと捉え、全体的な施策の中で一

体的に取り組むものとして整理した。

◆第５期計画策定のポイント◆
 少子化・高齢化や世帯構成の縮小など地域コ

ミュニティのつながりの希薄化が進み、互助・共

助が弱まってきている一方、公助を手厚くしてい

くことも限界がある。そのため、今一度、現在の

生活環境や世帯構成、ライフスタイルなどにも応

じた、新たな「地域のつながり」が必要になって

きている。

 地域共生社会の実現のため、引き続き、既存の

相談支援等の取り組みを生かしつつ、地域住民

の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包

括的な支援体制を構築するため、「相談支援」

「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の３つの

支援を一体的に実施・強化していく必要がある。

→そのため、重層的支援体制整備事業を令和６

年度より本格的に実施しており、第５期計画から

新たに重層的支援体制整備事業実施計画を包

含し、全体的な施策の中で一体的に取り組むも

のとして整理する。

 基本理念・基本目標・基本方針については、国

が示す計画策定ガイドラインや愛知県の定める

地域福祉支援計画、第４期計画の進捗状況、市

民意識調査等から見えたニーズを中心に検討し

決定する。
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